
（残額なし）
（残額あり）

①社会福祉充実残額の算定 

②社会福祉充実計画原案の作成 
社会福祉充実残額の算定結果の届出 
（社会福祉充実残額算定シート） 

「社会福祉充実残額」の算定及び「社会福祉充実計画」のポイント 
【ポイント１】 
○社会福祉充実残額は、毎年度算定することが必要であり、

一度算定した残額が永続的に固定されるものではない。（社会

福祉充実残額が算定されなくても、社会福祉充実残額算定

シートの提出は必要です。） 
【ポイント２】 
○控除対象財産は、社会福祉充実残額の算定上のルールで

あり、実際上又は会計上の使途を限定するものではない。 

④公認会計士・税理士等からの意見聴取 
⑤評議員会の承認 
⑥所轄庁への申請 

⑦計画に基づく事業実施 

③地域協議会等からの意見聴取 （地域公益事業を行わない場合） （地域公益事業を行う場合） 【ポイント３】 
○計画の策定はあくまで社会福祉充実残額の使途を「見え

る化」するために行うもの。 
○計画の内容は、地域の福祉ニーズを踏まえつつも、最終

的には法人が自主的に判断。 
○社会福祉充実残額は、収益事業を除き、職員の処遇改善

や建物の立替など既存事業の充実または新規事業の展開

など、多様な使途に活用可能。 
【ポイント４】 
○計画は、原則、社会福祉充実残額の全額について、５年

で活用。ただし、合理的な理由がある場合には、計画期間の

１０年までの延長が可能。 
【ポイント５】 
○所轄庁は、法人の自主性を最大限尊重し、計画が明らかに

不合理な内容を伴うものでない限り、承認する。 
【ポイント６】 
○計画は、社会福祉充実残額の増減など状況の変化に応じて

柔軟に変更が可能。 


